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トンネルの経年分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省道路局「道路施設現況調査 第6号様式 トンネル（H19.4.1時点）」 

（注）トンネルが1箇所において上下線等、分離して設けられている場合には1トンネルとして集計（長い方のみを集計）。

延長（m） 箇所数 延長（m） 箇所数 延長（m） 箇所数 延長（m） 箇所数 延長（m） 箇所数 延長（m） 箇所数 延長（m） 箇所数
1920以前 33,910 364 0 0 0 0 2,500 16 3,794 24 7,163 41 20,453 283
1921 1,306 16 0 0 0 0 0 0 134 2 70 2 1,102 12
1922 396 3 0 0 0 0 180 1 0 0 0 0 216 2
1923 1,990 20 0 0 75 1 0 0 478 3 373 3 1,064 13
1924 1,167 17 0 0 0 0 203 4 11 1 15 1 938 11
1925 1,262 12 0 0 0 0 115 1 0 0 13 1 1,134 10
1926 1,444 17 0 0 215 2 191 3 169 1 13 1 856 10
1927 2,003 24 0 0 89 1 0 0 93 2 472 5 1,349 16
1928 3,160 37 0 0 565 3 225 7 147 4 497 6 1,726 17
1929 1,832 18 0 0 0 0 0 0 471 2 437 3 924 13
1930 4,559 41 0 0 0 0 124 1 1,632 9 929 8 1,874 23
1931 1,833 18 0 0 0 0 58 1 434 3 258 4 1,083 10
1932 2,808 26 0 0 0 0 424 3 754 6 717 7 913 10
1933 3,399 31 0 0 0 0 1,016 5 42 2 666 5 1,675 19
1934 4,008 38 0 0 0 0 597 2 95 2 950 10 2,366 24
1935 4,829 56 0 0 587 3 1,323 7 275 4 1,064 9 1,580 33
1936 2,573 16 0 0 0 0 41 1 59 2 1,443 4 1,030 9
1937 3,641 23 0 0 0 0 872 3 767 5 332 3 1,670 12
1938 2,606 21 0 0 219 3 497 4 276 2 313 4 1,301 8
1939 1,380 14 0 0 37 1 416 3 325 3 352 4 250 3
1940 1,499 21 0 0 208 2 0 0 283 4 0 0 1,008 15
1941 2,152 23 0 0 130 1 322 4 124 3 284 2 1,292 13
1942 1,714 20 0 0 145 2 183 2 515 4 95 1 776 11
1943 3,073 32 0 0 672 4 0 0 793 5 0 0 1,608 23
1944 2,505 16 0 0 204 2 407 3 0 0 128 1 1,766 10
1945 1,754 15 0 0 127 1 0 0 187 1 308 2 1,132 11
1946 343 5 0 0 0 0 0 0 104 1 17 1 222 3
1947 1,746 9 0 0 860 1 24 1 466 1 79 2 317 4
1948 1,763 16 0 0 196 2 0 0 90 2 548 4 929 8
1949 3,375 21 0 0 607 6 300 1 900 5 130 2 1,438 7
1950 4,978 42 0 0 619 6 680 4 822 6 795 4 2,062 22
1951 3,517 29 0 0 343 3 238 1 192 2 534 7 2,210 16
1952 3,752 35 0 0 35 1 905 6 254 2 745 9 1,813 17
1953 6,659 67 0 0 230 1 799 6 1,167 11 1,361 10 3,102 39
1954 8,051 58 0 0 558 3 1,571 8 2,542 21 1,582 10 1,798 16
1955 13,859 97 0 0 418 2 3,530 29 3,947 18 2,119 20 3,845 28
1956 19,459 73 0 0 1,532 5 2,888 20 11,951 17 1,039 11 2,049 20
1957 13,555 65 0 0 1,916 8 1,670 14 7,731 12 754 11 1,484 20
1958 21,344 96 0 0 9,498 14 4,286 24 3,273 28 749 5 3,538 25
1959 12,843 80 0 0 2,241 7 6,853 26 1,280 13 733 8 1,736 26
1960 13,935 104 0 0 2,780 10 4,873 26 1,666 17 1,262 18 3,354 33
1961 12,299 85 0 0 3,555 17 4,658 34 1,730 11 845 6 1,511 17
1962 20,801 105 1,042 3 9,694 32 5,269 27 535 5 2,012 17 2,249 21
1963 24,708 131 3,522 6 9,377 40 2,799 27 3,926 21 1,891 16 3,193 21
1964 31,563 119 0 0 13,203 42 8,967 21 1,485 9 5,624 18 2,284 29
1965 33,120 143 0 0 16,212 48 7,498 36 4,065 16 2,038 16 3,307 27
1966 29,597 106 0 0 12,820 32 6,557 33 5,866 16 2,548 11 1,806 14
1967 31,420 125 2,328 4 12,658 32 10,806 39 2,721 22 1,470 15 1,437 13
1968 40,384 154 6,949 9 7,618 30 13,405 35 7,614 40 2,225 11 2,573 29
1969 28,381 117 3,915 8 11,457 30 6,508 22 1,735 14 2,133 17 2,633 26
1970 37,518 143 0 0 16,921 47 8,654 25 4,920 24 2,819 15 4,204 32
1971 39,653 156 0 0 11,172 35 15,315 42 6,802 28 2,867 20 3,497 31
1972 41,325 136 292 1 10,890 24 13,800 45 5,505 22 2,183 6 8,655 38
1973 43,803 173 3,597 10 6,312 20 15,510 57 6,297 30 4,472 10 7,615 46
1974 49,699 182 5,277 13 13,378 27 18,739 59 4,056 20 4,078 29 4,171 34
1975 47,344 118 12,766 6 10,305 18 11,518 38 5,222 16 4,326 12 3,207 28
1976 30,164 96 702 2 655 4 17,320 42 3,776 12 4,461 13 3,250 23
1977 70,038 154 16,664 13 12,750 19 24,786 42 7,547 35 3,680 15 4,611 30
1978 64,542 180 7,022 13 11,239 13 27,759 63 6,529 23 5,741 20 6,252 48
1979 53,744 146 5,114 6 7,166 19 22,856 42 4,302 19 6,045 18 8,261 42
1980 52,673 140 8,094 10 6,585 15 20,252 57 4,200 12 6,203 10 7,339 36
1981 66,763 136 14,432 13 12,082 15 23,524 53 5,103 14 6,040 15 5,582 26
1982 79,796 180 32,721 39 8,448 22 24,295 58 6,475 25 2,764 14 5,093 22
1983 56,100 157 6,347 10 17,382 23 14,568 48 9,169 28 3,562 11 5,072 37
1984 51,677 124 6,017 8 9,713 12 21,896 45 4,667 15 3,838 13 5,546 31
1985 62,491 165 16,973 26 8,138 14 20,721 44 6,049 21 4,486 14 6,124 46
1986 74,065 151 29,094 22 7,118 15 20,166 45 7,860 26 4,740 17 5,087 26
1987 88,369 180 37,623 38 9,399 23 24,247 60 9,390 24 3,815 13 3,895 22
1988 100,785 186 30,417 29 14,279 18 25,403 59 13,383 27 5,133 22 12,170 31
1989 84,706 180 22,982 21 13,956 23 29,545 64 8,789 26 3,189 12 6,245 34
1990 107,524 207 46,410 55 4,549 9 22,873 57 20,234 44 5,934 14 7,524 28
1991 103,145 189 35,667 35 24,105 31 22,172 59 10,798 31 4,636 13 5,767 20
1992 109,274 213 37,592 43 15,585 24 29,334 59 9,867 33 5,702 17 11,194 37
1993 125,134 243 45,919 62 14,063 19 30,613 55 16,586 37 9,982 26 7,971 44
1994 92,435 196 21,424 30 13,320 21 29,493 58 10,106 27 10,491 19 7,601 41
1995 71,828 160 9,946 6 11,955 22 21,721 41 15,309 38 4,954 17 7,943 36
1996 103,715 184 20,720 15 13,718 18 30,537 46 20,713 48 9,367 26 8,660 31
1997 166,580 272 50,547 43 31,807 30 40,889 68 22,840 50 6,763 19 13,734 62
1998 120,990 236 13,366 17 18,685 31 48,753 71 18,197 43 8,999 27 12,990 47
1999 117,844 191 46,792 46 7,598 12 22,249 37 19,182 41 11,496 26 10,527 29
2000 116,164 185 39,561 21 14,260 22 31,309 52 18,369 42 5,762 14 6,903 34
2001 113,272 163 19,856 19 17,071 18 28,025 40 25,880 42 8,515 15 13,925 29
2002 122,492 190 19,259 24 33,982 35 27,350 45 17,448 35 12,429 25 12,024 26
2003 79,979 128 9,215 8 9,734 17 19,391 27 17,057 31 8,452 16 16,130 29
2004 85,030 123 9,412 7 24,419 19 14,452 31 16,744 29 11,962 18 8,041 19
2005 76,808 104 5,235 5 26,496 36 26,497 29 9,948 16 6,991 11 1,641 7
2006 55,328 71 1,617 2 19,603 14 17,089 23 6,415 13 7,079 12 3,525 7
2007 1,245 2 0 0 0 0 1,245 2 0 0 0 0 0 0
不明 19,141 212 0 0 1,716 6 2,356 6 574 4 1,319 14 13,176 182
合計 3,457,438 9,173 706,428 748 632,254 1,188 972,000 2,305 484,228 1,455 275,400 1,004 387,128 2,473

一般都道府県道 市町村道
建設年

全種別 高速自動車国道
一般国道
（指定区間）

一般国道
（指定区間外）

主要地方道

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. どのような状態のストックを抱えているか 
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（1）橋梁の対策区分の判定区分 

① 橋梁の対策区分の判定区分比率（地方整備局別） 

出典：橋梁管理カルテ（Ｈ20.4 時点） 

（注）1.北海道開発局、沖縄総合事務局が管理する橋梁を除く橋長 2ｍ以上の直轄橋梁のうち、「橋梁定

期点検要領(案)」(平成 16 年 3 月、道路局国道・防災課)または、「橋梁点検要領（案）」（昭和

63 年 7月、土木研究所）による定期点検済みの橋梁を対象。 

2.橋梁内の判定区分のうち、下表の最も上の判定のものを当該橋梁の判定区分として集計。 

 

 

 

 

 

3.上下線が分離している橋梁は、上り線、下り線でそれぞれ１橋として集計。 

 

◆国総研資料第 488 号からの推移 

 

 

 

 

・点検の進展に伴い、3,506 橋が新たに追加。 

・最新点検が行われた橋梁は、最新点検の結果に更新。 

・これらの結果、全体的な判定区分比率に大きな変化は認められない。 

・ただし、Ａ判定橋梁の減少が、注目される。 

対策判定区分 判定の内容
E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。
E2 その他、緊急対応の必要がある。
C 速やかに補修等を行う必要がある。
S 詳細調査の必要がある。
M 維持工事で対応する必要がある。
B 状況に応じて補修を行う必要がある。
A 補修を行う必要がない。

判定区分別橋梁数比率(管理機関別)
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（箇所）
橋梁管理カルテ Ａ Ｂ Ｍ Ｓ Ｃ Ｅ２ Ｅ１ 合計

1,375 7,380 25 924 5,329 35 59 15,127
9.1% 48.8% 0.2% 6.1% 35.2% 0.2% 0.4% 100.0%
1250 9267 27 1263 6720 44 62 18,633
6.7% 49.7% 0.1% 6.8% 36.1% 0.2% 0.3% 100.0%

-125 1,887 2 339 1,391 9 3 3,506
-2.4% 0.9% 0.0% 0.7% 0.8% 0.0% -0.1% ー

H19.4現在

H20.4現在

差
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（1）橋梁の対策区分の判定区分 

① 橋梁の対策区分の判定区分比率（地方整備局別） 

出典：橋梁管理カルテ（Ｈ20.4 時点） 

（注）1.北海道開発局、沖縄総合事務局が管理する橋梁を除く橋長 2ｍ以上の直轄橋梁のうち、「橋梁定

期点検要領(案)」(平成 16 年 3 月、道路局国道・防災課)または、「橋梁点検要領（案）」（昭和

63 年 7月、土木研究所）による定期点検済みの橋梁を対象。 

2.橋梁内の判定区分のうち、下表の最も上の判定のものを当該橋梁の判定区分として集計。 

 

 

 

 

 

3.上下線が分離している橋梁は、上り線、下り線でそれぞれ１橋として集計。 

 

◆国総研資料第 488 号からの推移 

 

 

 

 

・点検の進展に伴い、3,506 橋が新たに追加。 

・最新点検が行われた橋梁は、最新点検の結果に更新。 

・これらの結果、全体的な判定区分比率に大きな変化は認められない。 

・ただし、Ａ判定橋梁の減少が、注目される。 

対策判定区分 判定の内容
E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。
E2 その他、緊急対応の必要がある。
C 速やかに補修等を行う必要がある。
S 詳細調査の必要がある。
M 維持工事で対応する必要がある。
B 状況に応じて補修を行う必要がある。
A 補修を行う必要がない。

判定区分別橋梁数比率(管理機関別)

42 161 133 413
25 90 145 241 1,250
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（箇所）
橋梁管理カルテ Ａ Ｂ Ｍ Ｓ Ｃ Ｅ２ Ｅ１ 合計

1,375 7,380 25 924 5,329 35 59 15,127
9.1% 48.8% 0.2% 6.1% 35.2% 0.2% 0.4% 100.0%
1250 9267 27 1263 6720 44 62 18,633
6.7% 49.7% 0.1% 6.8% 36.1% 0.2% 0.3% 100.0%

-125 1,887 2 339 1,391 9 3 3,506
-2.4% 0.9% 0.0% 0.7% 0.8% 0.0% -0.1% ー

H19.4現在

H20.4現在

差
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出典：橋梁管理カルテ（Ｈ20.4 時点） 

（注）1.北海道開発局、沖縄総合事務局が管理する橋梁を除く橋長 2ｍ以上の直轄橋梁のうち、「橋梁定

期点検要領(案)」(平成 16 年 3 月、道路局国道・防災課)または、「橋梁点検要領（案）」（昭和

63 年 7月、土木研究所）による定期点検済みの橋梁を対象。 

2.橋梁内の判定区分のうち、下表の最も上の判定のものを当該橋梁の判定区分として集計。 

 

 

 

 

 

3.上下線が分離している橋梁は、上り線、下り線でそれぞれ１橋として集計。 

 

 

A B M S C E2 E1 合計
東北地方整備局 42 1,227 12 205 1,062 16 31 2,595
関東地方整備局 161 1,165 1 104 1,106 13 11 2,561
北陸地方整備局 133 610 8 126 526 2 1 1,406
中部地方整備局 413 1,619 123 915 2 3,072
近畿地方整備局 25 1,059 1 217 1,080 2,382
中国地方整備局 90 1,540 2 178 854 13 12 2,689
四国地方整備局 145 955 1 97 635 2 1,835
九州地方整備局 241 1,092 2 213 542 3 2,093

合計 1,250 9,267 27 1,263 6,720 44 62 18,633

（箇所）
判定区分

判定区分別橋梁数比率（管理機関別）

管理機関別

対策判定区分 判定の内容
E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。
E2 その他、緊急対応の必要がある。
C 速やかに補修等を行う必要がある。
S 詳細調査の必要がある。
M 維持工事で対応する必要がある。
B 状況に応じて補修を行う必要がある。
A 補修を行う必要がない。
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② 橋梁の対策区分の判定区分比率（架設竣工年別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：橋梁管理カルテ（Ｈ20.4 時点） 

（注）1.北海道開発局、沖縄総合事務局が管理する橋梁を除く橋長 2ｍ以上の直轄橋梁のうち、「橋梁定

期点検要領(案)」(平成 16 年 3 月、道路局国道・防災課)または、「橋梁点検要領（案）」（昭和

63 年 7月、土木研究所）による定期点検済みの橋梁を対象。 

2.橋梁内の判定区分のうち、下表の最も上の判定のものを当該橋梁の判定区分として集計。 

 

 

 

 

3.上下線が分離している橋梁は、上り線、下り線でそれぞれ１橋として集計。 

 

 

対策判定区分 判定の内容
E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。
E2 その他、緊急対応の必要がある。
C 速やかに補修等を行う必要がある。
S 詳細調査の必要がある。
M 維持工事で対応する必要がある。
B 状況に応じて補修を行う必要がある。
A 補修を行う必要がない。

判定区分別橋梁数比率（架設竣工年別）
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出典：橋梁管理カルテ（Ｈ20.4 時点） 

（注）1.北海道開発局、沖縄総合事務局が管理する橋梁を除く橋長 2ｍ以上の直轄橋梁のうち、「橋梁定

期点検要領(案)」(平成 16 年 3 月、道路局国道・防災課)または、「橋梁点検要領（案）」（昭和

63 年 7月、土木研究所）による定期点検済みの橋梁を対象。 

2.橋梁内の判定区分のうち、下表の最も上の判定のものを当該橋梁の判定区分として集計。 

 

 

 

 

 

3.上下線が分離している橋梁は、上り線、下り線でそれぞれ１橋として集計。 

 

 

A B M S C E2 E1 合計
東北地方整備局 42 1,227 12 205 1,062 16 31 2,595
関東地方整備局 161 1,165 1 104 1,106 13 11 2,561
北陸地方整備局 133 610 8 126 526 2 1 1,406
中部地方整備局 413 1,619 123 915 2 3,072
近畿地方整備局 25 1,059 1 217 1,080 2,382
中国地方整備局 90 1,540 2 178 854 13 12 2,689
四国地方整備局 145 955 1 97 635 2 1,835
九州地方整備局 241 1,092 2 213 542 3 2,093

合計 1,250 9,267 27 1,263 6,720 44 62 18,633

（箇所）
判定区分

判定区分別橋梁数比率（管理機関別）

管理機関別

対策判定区分 判定の内容
E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。
E2 その他、緊急対応の必要がある。
C 速やかに補修等を行う必要がある。
S 詳細調査の必要がある。
M 維持工事で対応する必要がある。
B 状況に応じて補修を行う必要がある。
A 補修を行う必要がない。
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② 橋梁の対策区分の判定区分比率（架設竣工年別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：橋梁管理カルテ（Ｈ20.4 時点） 

（注）1.北海道開発局、沖縄総合事務局が管理する橋梁を除く橋長 2ｍ以上の直轄橋梁のうち、「橋梁定

期点検要領(案)」(平成 16 年 3 月、道路局国道・防災課)または、「橋梁点検要領（案）」（昭和

63 年 7月、土木研究所）による定期点検済みの橋梁を対象。 

2.橋梁内の判定区分のうち、下表の最も上の判定のものを当該橋梁の判定区分として集計。 

 

 

 

 

3.上下線が分離している橋梁は、上り線、下り線でそれぞれ１橋として集計。 

 

 

対策判定区分 判定の内容
E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。
E2 その他、緊急対応の必要がある。
C 速やかに補修等を行う必要がある。
S 詳細調査の必要がある。
M 維持工事で対応する必要がある。
B 状況に応じて補修を行う必要がある。
A 補修を行う必要がない。

判定区分別橋梁数比率（架設竣工年別）
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出典：橋梁管理カルテ（Ｈ20.4 時点） 

（注）1.北海道開発局、沖縄総合事務局が管理する橋梁を除く橋長 2ｍ以上の直轄橋梁のうち、「橋梁定

期点検要領(案)」(平成 16 年 3 月、道路局国道・防災課)または、「橋梁点検要領（案）」（昭和

63 年 7月、土木研究所）による定期点検済みの橋梁を対象。 

2.橋梁内の判定区分のうち、下表の最も上の判定のものを当該橋梁の判定区分として集計。 

 

 

 

 

3.上下線が分離している橋梁は、上り線、下り線でそれぞれ１橋として集計。 

 

 

A B M S C E2 E1 合計
1930年以前 8 57 13 80 158
1931～1935 7 101 13 110 1 232
1936～1940 8 105 8 96 1 218
1941～1945 3 57 1 36 97
1946～1950 6 54 5 65 130
1951～1955 38 282 31 289 5 645
1956～1960 81 682 75 548 3 5 1,394
1961～1965 174 1,334 6 145 1,103 7 15 2,784
1966～1970 115 931 3 195 1,026 5 15 2,290
1971～1975 82 813 1 203 1,092 13 13 2,217
1976～1980 103 708 1 150 681 8 5 1,656
1981～1985 120 740 3 107 407 1 2 1,380
1986～1990 160 926 117 412 2 1 1,618
1991～1995 129 677 2 55 204 2 1,069
1996～2000 88 646 4 49 175 1 963
2001～2006 70 518 5 56 98 1 748
不明 58 636 2 40 298 1,034
合計 1,250 9,267 27 1,263 6,720 44 62 18,633

（箇所）
判定区分別橋梁数比率（架設竣工年別）

架設竣工年
判定区分

対策判定区分 判定の内容
E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。
E2 その他、緊急対応の必要がある。
C 速やかに補修等を行う必要がある。
S 詳細調査の必要がある。
M 維持工事で対応する必要がある。
B 状況に応じて補修を行う必要がある。
A 補修を行う必要がない。
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③ 橋梁の対策区分の判定区分比率（塩害地域区分別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：橋梁管理カルテ（Ｈ20.4 時点） 

（注）1.北海道開発局、沖縄総合事務局が管理する橋梁を除く橋長 2ｍ以上の直轄橋梁のうち、「橋梁定

期点検要領(案)」(平成 16 年 3月、道路局国道・防災課)又は「橋梁点検要領（案）」（昭和 63 年

7月、土木研究所）による定期点検済みの橋梁を対象。 

2.橋梁内の判定区分のうち、下表の最も上の判定のものを当該橋梁の判定区分として集計。 

 

 

 

 

3.上下線が分離している橋梁は、上り線、下り線でそれぞれ１橋として集計。 

4.塩害地域区分、塩害対策区分は下表に示す区分で集計（道路橋示方書（Ⅲコンクリート橋編）よ

り）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域区分 地域 海岸線からの距離 対策区分

海上部及び海岸線から100mまで S
100mをこえて300mまで Ⅰ
上記以外の範囲 Ⅱ
海上部及び海岸線から100mまで S
100mをこえて300mまで Ⅰ
300mをこえて500mまで Ⅱ
500mをこえて700mまで Ⅲ
海上部及び海岸線から20mまで S
20mをこえて50mまで Ⅰ
50mをこえて100mまで Ⅱ
100mをこえて200mまで Ⅲ

塩害地域区分および塩害対策区分

沖　縄　県

下表に示す地域

上記以外の地域

A

B

C

対策判定区分 判定の内容
E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。
E2 その他、緊急対応の必要がある。
C 速やかに補修等を行う必要がある。
S 詳細調査の必要がある。
M 維持工事で対応する必要がある。
B 状況に応じて補修を行う必要がある。
A 補修を行う必要がない。

判定区分別橋梁数比率(塩害地域区分別)

3 1 8 52 25 1,128
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出典：橋梁管理カルテ（Ｈ20.4 時点） 

（注）1.北海道開発局、沖縄総合事務局が管理する橋梁を除く橋長 2ｍ以上の直轄橋梁のうち、「橋梁定

期点検要領(案)」(平成 16 年 3 月、道路局国道・防災課)または、「橋梁点検要領（案）」（昭和

63 年 7月、土木研究所）による定期点検済みの橋梁を対象。 

2.橋梁内の判定区分のうち、下表の最も上の判定のものを当該橋梁の判定区分として集計。 

 

 

 

 

3.上下線が分離している橋梁は、上り線、下り線でそれぞれ１橋として集計。 

 

 

A B M S C E2 E1 合計
1930年以前 8 57 13 80 158
1931～1935 7 101 13 110 1 232
1936～1940 8 105 8 96 1 218
1941～1945 3 57 1 36 97
1946～1950 6 54 5 65 130
1951～1955 38 282 31 289 5 645
1956～1960 81 682 75 548 3 5 1,394
1961～1965 174 1,334 6 145 1,103 7 15 2,784
1966～1970 115 931 3 195 1,026 5 15 2,290
1971～1975 82 813 1 203 1,092 13 13 2,217
1976～1980 103 708 1 150 681 8 5 1,656
1981～1985 120 740 3 107 407 1 2 1,380
1986～1990 160 926 117 412 2 1 1,618
1991～1995 129 677 2 55 204 2 1,069
1996～2000 88 646 4 49 175 1 963
2001～2006 70 518 5 56 98 1 748
不明 58 636 2 40 298 1,034
合計 1,250 9,267 27 1,263 6,720 44 62 18,633

（箇所）
判定区分別橋梁数比率（架設竣工年別）

架設竣工年
判定区分

対策判定区分 判定の内容
E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。
E2 その他、緊急対応の必要がある。
C 速やかに補修等を行う必要がある。
S 詳細調査の必要がある。
M 維持工事で対応する必要がある。
B 状況に応じて補修を行う必要がある。
A 補修を行う必要がない。
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③ 橋梁の対策区分の判定区分比率（塩害地域区分別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：橋梁管理カルテ（Ｈ20.4 時点） 

（注）1.北海道開発局、沖縄総合事務局が管理する橋梁を除く橋長 2ｍ以上の直轄橋梁のうち、「橋梁定

期点検要領(案)」(平成 16 年 3月、道路局国道・防災課)又は「橋梁点検要領（案）」（昭和 63 年

7月、土木研究所）による定期点検済みの橋梁を対象。 

2.橋梁内の判定区分のうち、下表の最も上の判定のものを当該橋梁の判定区分として集計。 

 

 

 

 

3.上下線が分離している橋梁は、上り線、下り線でそれぞれ１橋として集計。 

4.塩害地域区分、塩害対策区分は下表に示す区分で集計（道路橋示方書（Ⅲコンクリート橋編）よ

り）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域区分 地域 海岸線からの距離 対策区分

海上部及び海岸線から100mまで S
100mをこえて300mまで Ⅰ
上記以外の範囲 Ⅱ
海上部及び海岸線から100mまで S
100mをこえて300mまで Ⅰ
300mをこえて500mまで Ⅱ
500mをこえて700mまで Ⅲ
海上部及び海岸線から20mまで S
20mをこえて50mまで Ⅰ
50mをこえて100mまで Ⅱ
100mをこえて200mまで Ⅲ

塩害地域区分および塩害対策区分

沖　縄　県

下表に示す地域

上記以外の地域

A

B

C

対策判定区分 判定の内容
E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。
E2 その他、緊急対応の必要がある。
C 速やかに補修等を行う必要がある。
S 詳細調査の必要がある。
M 維持工事で対応する必要がある。
B 状況に応じて補修を行う必要がある。
A 補修を行う必要がない。

判定区分別橋梁数比率(塩害地域区分別)

3 1 8 52 25 1,128
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出典：橋梁管理カルテ（Ｈ20.4 時点） 

（注）1.北海道開発局、沖縄総合事務局が管理する橋梁を除く橋長 2ｍ以上の直轄橋梁のうち、「橋梁定

期点検要領(案)」(平成 16 年 3 月、道路局国道・防災課)または、「橋梁点検要領（案）」（昭和

63 年 7月、土木研究所）による定期点検済みの橋梁を対象。 

2.橋梁内の判定区分のうち、下表の最も上の判定のものを当該橋梁の判定区分として集計。 

 

 

 

 

3.上下線が分離している橋梁は、上り線、下り線でそれぞれ１橋として集計。 

4.塩害地域区分、塩害対策区分は下表に示す区分で集計（道路橋示方書(Ⅲコンクリート橋編)より）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域区分 地域 海岸線からの距離 対策区分

海上部及び海岸線から100mまで S
100mをこえて300mまで Ⅰ
上記以外の範囲 Ⅱ
海上部及び海岸線から100mまで S
100mをこえて300mまで Ⅰ
300mをこえて500mまで Ⅱ
500mをこえて700mまで Ⅲ
海上部及び海岸線から20mまで S
20mをこえて50mまで Ⅰ
50mをこえて100mまで Ⅱ
100mをこえて200mまで Ⅲ

塩害地域区分および塩害対策区分

沖　縄　県

下表に示す地域

上記以外の地域

A

B

C

A B M S C E2 E1 合計
A- S 0 0 0 0 0 0 0 0
A-Ⅰ 0 0 0 0 0 0 0 0
A-Ⅱ 0 0 0 0 0 0 0 0
B- S 0 32 0 10 15 0 0 57
B-Ⅰ 3 59 3 11 63 2 0 141
B-Ⅱ 0 10 0 2 8 0 0 20
B-Ⅲ 1 8 1 1 8 0 0 19
C- S 1 3 0 0 8 0 0 12
C-Ⅰ 8 70 0 12 61 0 0 151
C-Ⅱ 52 253 0 46 275 1 1 628
C-Ⅲ 25 144 0 23 102 0 2 296

塩害地域以外 1,128 8,417 21 1,132 6,012 40 55 16,805
不明 32 271 2 26 168 1 4 504
合計 1,250 9,267 27 1,263 6,720 44 62 18,633

塩害地域区分
判定区分

判定区分別橋梁数比率（塩害地域区分別）
（箇所）

対策判定区分 判定の内容
E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。
E2 その他、緊急対応の必要がある。
C 速やかに補修等を行う必要がある。
S 詳細調査の必要がある。
M 維持工事で対応する必要がある。
B 状況に応じて補修を行う必要がある。
A 補修を行う必要がない。
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④ 橋梁の対策区分の判定区分比率（部材別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：橋梁管理カルテ（Ｈ20.4 時点） 

（注）1.北海道開発局、沖縄総合事務局が管理する橋梁を除く橋長 2ｍ以上の直轄橋梁のうち、「橋梁定

期点検要領(案)」(平成 16 年 3 月、道路局国道・防災課)または、「橋梁点検要領（案）」（昭和

63 年 7月、土木研究所）による定期点検済みの橋梁を対象。 

2.部材内の判定区分のうち、下表の最も上の判定のものを当該橋梁の判定区分として集計。 

橋脚は、柱部・壁部、梁部、隅角部・接合部の判定区分のうち、最も悪い判定のものを、橋台は

胸壁、竪壁、翼壁の判定区分のうち、最も悪い判定のものを当該部材の判定区分とした。 

 

 

 

 

3.上下線が分離している橋梁は、上り線、下り線でそれぞれ１橋として集計した。 

 

対策判定区分 判定の内容
E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。
E2 その他、緊急対応の必要がある。
C 速やかに補修等を行う必要がある。
S 詳細調査の必要がある。
M 維持工事で対応する必要がある。
B 状況に応じて補修を行う必要がある。
A 補修を行う必要がない。

判定区分別橋梁数比率
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出典：橋梁管理カルテ（Ｈ20.4 時点） 

（注）1.北海道開発局、沖縄総合事務局が管理する橋梁を除く橋長 2ｍ以上の直轄橋梁のうち、「橋梁定

期点検要領(案)」(平成 16 年 3 月、道路局国道・防災課)または、「橋梁点検要領（案）」（昭和

63 年 7月、土木研究所）による定期点検済みの橋梁を対象。 

2.橋梁内の判定区分のうち、下表の最も上の判定のものを当該橋梁の判定区分として集計。 

 

 

 

 

3.上下線が分離している橋梁は、上り線、下り線でそれぞれ１橋として集計。 

4.塩害地域区分、塩害対策区分は下表に示す区分で集計（道路橋示方書(Ⅲコンクリート橋編)より）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域区分 地域 海岸線からの距離 対策区分

海上部及び海岸線から100mまで S
100mをこえて300mまで Ⅰ
上記以外の範囲 Ⅱ
海上部及び海岸線から100mまで S
100mをこえて300mまで Ⅰ
300mをこえて500mまで Ⅱ
500mをこえて700mまで Ⅲ
海上部及び海岸線から20mまで S
20mをこえて50mまで Ⅰ
50mをこえて100mまで Ⅱ
100mをこえて200mまで Ⅲ

塩害地域区分および塩害対策区分

沖　縄　県

下表に示す地域

上記以外の地域

A

B

C

A B M S C E2 E1 合計
A- S 0 0 0 0 0 0 0 0
A-Ⅰ 0 0 0 0 0 0 0 0
A-Ⅱ 0 0 0 0 0 0 0 0
B- S 0 32 0 10 15 0 0 57
B-Ⅰ 3 59 3 11 63 2 0 141
B-Ⅱ 0 10 0 2 8 0 0 20
B-Ⅲ 1 8 1 1 8 0 0 19
C- S 1 3 0 0 8 0 0 12
C-Ⅰ 8 70 0 12 61 0 0 151
C-Ⅱ 52 253 0 46 275 1 1 628
C-Ⅲ 25 144 0 23 102 0 2 296

塩害地域以外 1,128 8,417 21 1,132 6,012 40 55 16,805
不明 32 271 2 26 168 1 4 504
合計 1,250 9,267 27 1,263 6,720 44 62 18,633

塩害地域区分
判定区分

判定区分別橋梁数比率（塩害地域区分別）
（箇所）

対策判定区分 判定の内容
E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。
E2 その他、緊急対応の必要がある。
C 速やかに補修等を行う必要がある。
S 詳細調査の必要がある。
M 維持工事で対応する必要がある。
B 状況に応じて補修を行う必要がある。
A 補修を行う必要がない。
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④ 橋梁の対策区分の判定区分比率（部材別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：橋梁管理カルテ（Ｈ20.4 時点） 

（注）1.北海道開発局、沖縄総合事務局が管理する橋梁を除く橋長 2ｍ以上の直轄橋梁のうち、「橋梁定

期点検要領(案)」(平成 16 年 3 月、道路局国道・防災課)または、「橋梁点検要領（案）」（昭和

63 年 7月、土木研究所）による定期点検済みの橋梁を対象。 

2.部材内の判定区分のうち、下表の最も上の判定のものを当該橋梁の判定区分として集計。 

橋脚は、柱部・壁部、梁部、隅角部・接合部の判定区分のうち、最も悪い判定のものを、橋台は

胸壁、竪壁、翼壁の判定区分のうち、最も悪い判定のものを当該部材の判定区分とした。 

 

 

 

 

3.上下線が分離している橋梁は、上り線、下り線でそれぞれ１橋として集計した。 

 

対策判定区分 判定の内容
E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。
E2 その他、緊急対応の必要がある。
C 速やかに補修等を行う必要がある。
S 詳細調査の必要がある。
M 維持工事で対応する必要がある。
B 状況に応じて補修を行う必要がある。
A 補修を行う必要がない。

判定区分別橋梁数比率
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出典：橋梁管理カルテ（Ｈ20.4 時点） 

（注）1.北海道開発局、沖縄総合事務局が管理する橋梁を除く橋長 2ｍ以上の直轄橋梁のうち、「橋梁定

期点検要領(案)」(平成 16 年 3 月、道路局国道・防災課)または、「橋梁点検要領（案）」（昭和

63 年 7月、土木研究所）による定期点検済みの橋梁を対象。 

2.部材内の判定区分のうち、下表の最も上の判定のものを当該橋梁の判定区分として集計。 

橋脚は、柱部・壁部、梁部、隅角部・接合部の判定区分のうち、最も悪い判定のものを、橋台は

胸壁、竪壁、翼壁の判定区分のうち、最も悪い判定のものを当該部材の判定区分とした。 

 

 

 

 

3.上下線が分離している橋梁は、上り線、下り線でそれぞれ１橋として集計した。 

 

 

対策判定区分 判定の内容
E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。
E2 その他、緊急対応の必要がある。
C 速やかに補修等を行う必要がある。
S 詳細調査の必要がある。
M 維持工事で対応する必要がある。
B 状況に応じて補修を行う必要がある。
A 補修を行う必要がない。

（箇所）

A B M S C E2 E1 合計
コンクリート 739 4,295 3 549 1,793 2 9 7,390
鋼 306 3,139 21 434 1,126 29 5,055

コンクリート 435 5,502 4 346 1,989 16 6 8,298
鋼 43 715 1 31 266 1 1,057

コンクリート 130 1,660 4 292 623 3 3 2,715
鋼 5 115 1 15 49 185

橋台 コンクリート 289 6,749 12 637 1,467 1 3 9,158

対策判定区分別橋梁数比率（部材別）

橋脚

部位 材料
対策判定区分

主桁

床版
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２．道路橋の総合評価指標 

 ①管理機関別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：橋梁定期点検結果をもとに、国土技術政策総合研究所にて算出。 

   算出方法は、国総研資料第 488 号「平成 19 年度道路構造物に関する基本データ集」の付録参照。 

 

◆国総研資料第 488 号からの推移 

 

 

 

 

・点検の進展に伴い、2,693 橋が新たに追加。 

・最新点検が行われた橋梁は、最新点検の結果に更新。 

・これらの結果、全体的な比率に大きな変化は認められない。 

・ただし、走行安全性にわずかではあるものの指標値の向上が認められる。 
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走行安全性：全地整
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30未満 30～60 60～100 平均点 30未満 30～60 60～100 平均点 30未満 30～60 60～100 平均点
614 2,958 12,077 78.2 1,053 1,575 13,021 77.7 833 2,414 12,402 79.5 15,649
3.9% 18.9% 77.2% ー 6.7% 10.1% 83.2% ー 5.3% 15.4% 79.3% ー ー
615 3,499 14,228 78.9 1,249 1,727 15,366 78.2 803 2,670 14,869 81.2 18,342
3.4% 19.1% 77.6% ー 6.8% 9.4% 83.8% ー 4.4% 14.6% 81.1% ー ー
1 541 2,151 0.7 196 152 2,345 0.5 -30 256 2,467 1.7 2,693

-0.6% 0.2% 0.4% ー 0.1% -0.6% 0.6% ー -0.9% -0.9% 1.8% ー ー

走行安全性
直轄 計

対荷性
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出典：橋梁管理カルテ（Ｈ20.4 時点） 

（注）1.北海道開発局、沖縄総合事務局が管理する橋梁を除く橋長 2ｍ以上の直轄橋梁のうち、「橋梁定

期点検要領(案)」(平成 16 年 3 月、道路局国道・防災課)または、「橋梁点検要領（案）」（昭和

63 年 7月、土木研究所）による定期点検済みの橋梁を対象。 

2.部材内の判定区分のうち、下表の最も上の判定のものを当該橋梁の判定区分として集計。 

橋脚は、柱部・壁部、梁部、隅角部・接合部の判定区分のうち、最も悪い判定のものを、橋台は

胸壁、竪壁、翼壁の判定区分のうち、最も悪い判定のものを当該部材の判定区分とした。 

 

 

 

 

3.上下線が分離している橋梁は、上り線、下り線でそれぞれ１橋として集計した。 

 

 

対策判定区分 判定の内容
E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。
E2 その他、緊急対応の必要がある。
C 速やかに補修等を行う必要がある。
S 詳細調査の必要がある。
M 維持工事で対応する必要がある。
B 状況に応じて補修を行う必要がある。
A 補修を行う必要がない。

（箇所）

A B M S C E2 E1 合計
コンクリート 739 4,295 3 549 1,793 2 9 7,390
鋼 306 3,139 21 434 1,126 29 5,055

コンクリート 435 5,502 4 346 1,989 16 6 8,298
鋼 43 715 1 31 266 1 1,057

コンクリート 130 1,660 4 292 623 3 3 2,715
鋼 5 115 1 15 49 185

橋台 コンクリート 289 6,749 12 637 1,467 1 3 9,158

対策判定区分別橋梁数比率（部材別）

橋脚

部位 材料
対策判定区分

主桁

床版

- 61 -

２．道路橋の総合評価指標 

 ①管理機関別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：橋梁定期点検結果をもとに、国土技術政策総合研究所にて算出。 

   算出方法は、国総研資料第 488 号「平成 19 年度道路構造物に関する基本データ集」の付録参照。 

 

◆国総研資料第 488 号からの推移 

 

 

 

 

・点検の進展に伴い、2,693 橋が新たに追加。 

・最新点検が行われた橋梁は、最新点検の結果に更新。 

・これらの結果、全体的な比率に大きな変化は認められない。 

・ただし、走行安全性にわずかではあるものの指標値の向上が認められる。 
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614 2,958 12,077 78.2 1,053 1,575 13,021 77.7 833 2,414 12,402 79.5 15,649
3.9% 18.9% 77.2% ー 6.7% 10.1% 83.2% ー 5.3% 15.4% 79.3% ー ー
615 3,499 14,228 78.9 1,249 1,727 15,366 78.2 803 2,670 14,869 81.2 18,342
3.4% 19.1% 77.6% ー 6.8% 9.4% 83.8% ー 4.4% 14.6% 81.1% ー ー
1 541 2,151 0.7 196 152 2,345 0.5 -30 256 2,467 1.7 2,693
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出典：橋梁定期点検結果をもとに、国土技術政策総合研究所にて算出。 

   算出方法は、国総研資料第 488 号「平成 19 年度道路構造物に関する基本データ集」の付録参照。 

３．走行安全性 （橋）
30未満 30～60 60～100 合計 平均点

全地整 803 2,670 14,869 18,342 81.2
東北 176 432 1,904 2,512 75.8
関東 100 291 2,193 2,584 82.6
北陸 32 163 1,305 1,500 86.5
中部 97 409 2,293 2,799 81.7
近畿 108 422 1,996 2,526 80.2
中国 73 349 2,232 2,654 83.6
四国 65 223 1,512 1,800 84.2
九州 152 381 1,434 1,967 76.4

２．災害抵抗性 （橋）
30未満 30～60 60～100 合計 平均点

全地整 1,249 1,727 15,366 18,342 78.2
東北 275 281 1,956 2,512 74.2
関東 170 198 2,216 2,584 79.5
北陸 61 85 1,354 1,500 82.8
中部 91 207 2,501 2,799 82.4
近畿 201 273 2,052 2,526 76.2
中国 166 324 2,164 2,654 77.9
四国 182 153 1,465 1,800 75.5
九州 103 206 1,658 1,967 77.8

１．耐荷性 （橋）
30未満 30～60 60～100 合計 平均点

全地整 615 3,499 14,228 18,342 78.9
東北 74 513 1,925 2,512 77.3
関東 54 361 2,169 2,584 82.8
北陸 28 232 1,240 1,500 81.5
中部 60 304 2,435 2,799 84.9
近畿 120 634 1,772 2,526 74.9
中国 80 563 2,011 2,654 78.6
四国 68 422 1,310 1,800 76.4
九州 131 470 1,366 1,967 73.5
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②上部工使用材料別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：橋梁定期点検果をもとに、国土技術政策総合研究所にて算出。 

   算出方法は、国総研資料第 488 号「平成 19 年度道路構造物に関する基本データ集」の付録参照。 
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出典：橋梁定期点検結果をもとに、国土技術政策総合研究所にて算出。 

   算出方法は、国総研資料第 488 号「平成 19 年度道路構造物に関する基本データ集」の付録参照。 

３．走行安全性 （橋）
30未満 30～60 60～100 合計 平均点

全地整 803 2,670 14,869 18,342 81.2
東北 176 432 1,904 2,512 75.8
関東 100 291 2,193 2,584 82.6
北陸 32 163 1,305 1,500 86.5
中部 97 409 2,293 2,799 81.7
近畿 108 422 1,996 2,526 80.2
中国 73 349 2,232 2,654 83.6
四国 65 223 1,512 1,800 84.2
九州 152 381 1,434 1,967 76.4

２．災害抵抗性 （橋）
30未満 30～60 60～100 合計 平均点

全地整 1,249 1,727 15,366 18,342 78.2
東北 275 281 1,956 2,512 74.2
関東 170 198 2,216 2,584 79.5
北陸 61 85 1,354 1,500 82.8
中部 91 207 2,501 2,799 82.4
近畿 201 273 2,052 2,526 76.2
中国 166 324 2,164 2,654 77.9
四国 182 153 1,465 1,800 75.5
九州 103 206 1,658 1,967 77.8

１．耐荷性 （橋）
30未満 30～60 60～100 合計 平均点

全地整 615 3,499 14,228 18,342 78.9
東北 74 513 1,925 2,512 77.3
関東 54 361 2,169 2,584 82.8
北陸 28 232 1,240 1,500 81.5
中部 60 304 2,435 2,799 84.9
近畿 120 634 1,772 2,526 74.9
中国 80 563 2,011 2,654 78.6
四国 68 422 1,310 1,800 76.4
九州 131 470 1,366 1,967 73.5
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②上部工使用材料別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：橋梁定期点検果をもとに、国土技術政策総合研究所にて算出。 

   算出方法は、国総研資料第 488 号「平成 19 年度道路構造物に関する基本データ集」の付録参照。 
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出典：橋梁定期点検結果をもとに、国土技術政策総合研究所にて算出。 

算出方法は、国総研資料第 488 号「平成 19 年度道路構造物に関する基本データ集」の付録参照。 

１．耐荷性 （橋）
30未満 30～60 60～100 合計 平均点

合計 615 3,499 14,205 18,319 78.9
コン橋 494 2,737 8,345 11,576 77.2
鋼橋 73 561 5,447 6,081 83.2
混合橋 48 201 413 662 69.8

２．災害抵抗性 （橋）
30未満 30～60 60～100 合計 平均点

合計 1,249 1,727 15,343 18,319 78.2
コン橋 405 788 10,383 11,576 82.2
鋼橋 787 836 4,458 6,081 71.3
混合橋 57 103 502 662 71.7

３．走行安全性 （橋）
30未満 30～60 60～100 合計 平均点

合計 803 2,670 14,846 18,319 81.1
コン橋 481 1,731 9,364 11,576 82.7
鋼橋 271 785 5,025 6,081 79.3
混合橋 51 154 457 662 72.0




